
＜事業イメージ＞＜事業の内容＞
１．技術・機械等の導⼊⽀援

「推進計画」に位置付けられた産地における以下の取組を優先採択で⽀援します。
① 栽培技術の実証、作柄安定技術の導⼊等
② 産地の収益⼒強化等のための農業⽤機械・施設の導⼊
③ ⽔⽥への果樹の新植や、産地の構造の転換に向けた省⼒樹形・作業機械等の
導⼊による⽣産供給モデルの実証等

２．⾼収益作物の導⼊・定着⽀援
「推進計画」に位置付けられた産地における以下の取組を⽀援します。

① ⾼収益作物による畑地化（７万円/10a）
② ⾼収益作物の導⼊・定着（２万円（３万円※）/10a×５年間

⼜は、10万円（15万円※）/10a（⼀括））
③ ⼦実⽤とうもろこしの作付け（１万円/10a）

３．⽣産基盤の整備
基盤整備事業において、「推進計画」に位置付けられた地区における⾼収益作物

の導⼊・定着に向けた汎⽤化・畑地化等を⽀援します。
① 「推進計画」に位置付けられた地区を優先採択・優先配分
② ⼀定割合以上の⾼収益作物等の導⼊を⾏う場合、農業者の費⽤負担を軽減

３．⽣産基盤の整備
・農業農村整備事業（3,365億円の内数）、畑作等促進整備事業（29億円）、
農地耕作条件改善事業（203億円の内数）

＜対策のポイント＞
⾼収益作物の導⼊・定着を図るため、「⽔⽥農業⾼収益化推進計画」に基づき、国のみならず地⽅公共団体等の関係部局が連携し、⽔⽥における⾼収益
作物への転換、⽔⽥の汎⽤化・畑地化のための基盤整備、栽培技術や機械・施設の導⼊、販路確保等の取組を計画的かつ⼀体的に推進します。

＜政策⽬標＞
⽔⽥における⾼収益作物の導⼊・定着

※プロジェクト
の窓⼝を担当

○ 都道府県・産地段階の推進体制・役割（国と同様のプロジェクトチームを構築）

○ 都道府県・産地ごとの推進品⽬の導⼊⽬標や⽬標達成に向けた取組
・栽培技術の習得や農地の条件整備に向けた取組
・活⽤予定の国の⽀援策や実施地区
・基盤整備事業等を活⽤している場合は、当該事業の「事業計画」とのリンク 等

承認
・
⽀援

２．⾼収益作物の導⼊・定着⽀援
・⽔⽥活⽤の直接⽀払交付⾦のうち畑地化促進助成（2,612億円の内数）

１．技術・機械等の導⼊⽀援
①︓時代を拓く園芸産地づくり⽀援（３億円の内数）

国産飼料増産対策事業（18億円の内数）
②︓強い農業づくり総合⽀援交付⾦のうち産地基幹施設等⽀援タイプ（120億円の内数）、

農地利⽤効率化等⽀援事業（11億円の内数）
③︓果樹農業⽣産⼒増強総合対策（56億円の内数）

⽀援後も計画の
実現をフォローアップ

⽔⽥農業⾼収益化推進計画（都道府県）

⽔⽥農業⾼収益化推進プロジェクト（国）

策定
・
提出

⽔⽥農業の⾼収益化の推進＜⼀部公共＞

［お問い合わせ先］
（03-6744-2399）畜産局飼料課（１①の事業）
（03-6744-2113）農産局園芸作物課（１①②の事業）
（03-6744-2148）経営局経営政策課（１②の事業）
（03-3502-5957）農産局果樹・茶グループ（１③の事業）
（03-3597-0191）農産局企画課※（２の事業）
（03-3502-8695）農村振興局設計課（３の事業）

※ 加⼯・業務⽤野菜等の場合


